
十和田市町内会連合会会則 

【名称及び事務局】 

第１条 本会は、十和田市町内会連合会（以下「本会」という。）と称し、事務局は、十和田市外郭団体

事務室内に置く。 

 

【組 織】 

第２条 本会は、十和田市内に組織する町内会（町会・自治会をも含む。以下「単位町内会」という。）

をもって組織する。 

２ 単位町内会を組織したものは、本会に加入するものとする。 

３ 単位町内会長は、町内会長名、加入世帯数等必要事項を事務局へ３月３１日までに報告する。 

 

【目 的】 

第３条 本会の目的は次のとおりとする。 

(１) 健全な単位町内会づくりに努める。 

(２) 単位町内会の自主性を尊重して、単位町内会の連絡協調を図る。  

(３) 単位町内会に共通する事項について調査研究を行う。 

(４) 市行政並びに諸団体と連携しながら、市民生活の向上と福祉の増進を図る。 

(５) 市民生活の向上と福祉の増進を目指して、市行政に具申する。 

(６) 市政発展に寄与する。 

【事 業】 

第４条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 

(１) 単位町内会の連携と関係団体並びに各機関との連絡協調を図ること。 

(２) 単位町内会の運営活動への助言に関すること。 

(３) 単位町内会及び小学校区の要望及び市全般の懸案を市政に反映させること。 

(４) 広報活動に関すること。 

(５) 市民生活の向上と福祉の増進に関すること。 

(６) 交通安全に関すること。 

(７) 防災安全に関すること。 

(８) 環境衛生に関すること。 

 (９) その他、本会の目的達成に必要な事項に関すること。 

 
【役 員】 

第５条 本会に次の役員を置く。 

(１) 会長 １人 

(２) 副会長 ４人 

(３) 理事 別表に定めた人数とする。 

(４) 会計 １人 

(５) 監事 ２人 

  



【役員の選出】 

第６条 会長及び会計は、理事会において理事の中から互選により選出して総会に報告する。 

２ 副会長は、理事会において別表に定めるブロックの理事の中から１人を選出して、総会に報告する。 

（１）副会長の選出は、理事会当日にブロックの理事を集めて行うものとする。 

３ 理事は、別表に定める小学校区内の単位町内会長の互選による。 

(１) 理事の選出は、現理事の代表者（以下「学区責任者」という。）が学区内の単位町内会長を集め

て行うものとする。 

(２) 理事選出のための通信費等は、本会が負担する。 

４ 監事は、単位町内会長の中から総会において選出する。 

 

【役員の任期】 

第７条 役員の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。 

２ 役員に欠員が生じた場合は、補充できるものとする。ただし、後任者の任期は前任者の残任期間と

する。 

３ 当年度総会の翌日から開始し、２年後総会の当日までとする。 

 

【役員の任務】 

第８条 役員の任務は、次のとおりとする。 

(１) 会長は、本会を代表し会務を総括する。 

(２) 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代行する。 

（３）副会長は、専門部会の一つに参加する。 

(４) 理事は、会務の円滑な運営を図る。 

（５）理事は、専門部会のいずれかに所属する。 

(６) 会計は、本会の会計を司る。 

(７) 監事は、本会の事業全般及び会計を監査する。 

 

【専門部会】 

第９条 本会の事業を具体的に展開するため次の専門部会を置く。 

(１) 総務部会 

(２) 交通安全福祉部会 

(３) 防災安全部会 

(４) 環境衛生部会 

２ 専門部会は、理事をもって構成する。 

３ 専門部会には部会長１人、副部会長２人を置き、理事会において部会員が互選する。 

４ 部会長は、専門部会を代表し、その議長となり三役会に出席する。 

５ 副部会長は部会長を補佐し部会長に事故あるときは、その職務を代行する。 

６ 専門部会には、担当副会長が出席する。 

 

 

 



【顧 問】 

第 10条 会長が必要と認めたときは、本会に顧問をおくことができる。 

２ 顧問は、本会の三役経験者とし理事会の同意を得て会長が委嘱する。 

３ 顧問の任期は２年とする。 

 

【会 議】 

第 11条 本会の会議は、定例総会、臨時総会、理事会、三役会及び専門部会とする。 

２ 定例総会は、単位町内会長で構成し会長が毎年１回招集する。 

３ 定例総会の議決事項は、次のとおりとする。 

(１) 会則の改廃 

(２) 前年度の事業報告及び決算 

(３) 当年度の事業計画及び予算 

(４) 監事の選出 

(５) その他、本会の運営上特に必要なこと。 

４ 臨時総会は、単位町内会長の３分の１以上から請求があった場合、または、理事半数以上の請求が

あったとき及び会長が必要と認めた場合に、会長が招集する。 

５ 理事会は理事で構成し、定例総会に付議すべき事項を審議するため、会長が招集する。 

６ 三役会は、会長、副会長、会計及び専門部会長、監事で構成し、必要に応じて会長が招集する。 

ただし、監事は議決権なしとする。 

７ 専門部会は、必要に応じて部会長が招集する。 

 

【議 事】 

第 12条 本会の会議の議長は、次のとおりとする。 

(１) 定例総会、臨時総会及び理事会の議長は、出席者の中から選出する。 

(２) 三役会の議長は、会長とする。 

(３) 専門部会の議長は、専門部会長とする。 

２ 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決める。 

 

【議事録】 

第 13条 本会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

(１) 日時及び場所 

(２) 定例総会及び臨時総会にあっては、出席者数 

(３) 理事会、三役会及び専門部会にあっては、出席者名簿 

(４) 会議の審議事項及び議決事項 

(５) 議事録署名人の選任に関する事項 

(６) その他必要な事項 

 

 

 

 



【経 費】 

第 14条 本会の経費は、会費（単位町内会の会員数×会費額）、補助金、手数料及びその他の収入をも

ってあてる。 

２ 前項に規定する会費額は、定例総会において決める。 

 

【会計年度】 

第 15条 本会の会計年度は、４月１日に始まり翌年３月 31日をもって終わる。 

 

【委任事項】 

第 16条 この会則に規定するもののほか、本会の運営に必要な事項は三役会で定める。 

 

 

【附 則】 

１ この会則は、昭和４６年１１月２２日から施行し、昭和４６年１１月２３日から適用する。 

２ この会則施行の日から、従前の十和田市町内会連合会会則を廃止する。 

３ この会則は、平成３０年４月２７日から施行する。 

４ この会則は、平成３１年４月２７日から施行する。（一部改正） 

 ただし、第５条～第９条の改正規定は、令和２年度定例総会より施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   別表（第５条第３号、第６条第２項及び第３項） 

ブロック名 学区名 町内会数 理事数 

東 

三本木小学校区 41 

68 

10 

18 東 小学校区 21 6 

高清水小学校区 6 2 

西 

深持小学校区 12 

82 

2 

14 

西 小学校区 7 3 

下切田小学校区 23 2 

沢田小学校区 10 2 

法奥小学校区 28 3 

十和田湖小学校区 2 2 

南 

南 小学校区 19 

74 

12 

19 四和小学校区 31 2 

藤坂小学校区 24 5 

北 

北園小学校区 22 

68 

10 

22 
ちとせ小学校区 22 8 

洞内小学校区 13 2 

松陽小学校区 11 2 

4ブロック 16小学校区 292 73 

１．理事は加入世帯数約 250世帯に１人を基本とする。 

２．１人理事の学区は、理事数を２人とすることができる。 

３．理事数は選出の上限を定めたものである。 


